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-由
'學
會
雜
誌

.
-

第
四
十
九
，卷
、
-
第〕

一
號

私

有

林

を

」

繞

，る

爭

論

：

.の

：
一
一
例

—

I

下野國都賀

八

(

九
八)

近
世
封
建
社
會
.に
於
け
る
.

「

林
野
の
在
り
方」

、
卽
ち
、
秫
野
を
繞
る
諸
規.

制

.
*諸
慣
行
竝
び
に
、
.
そ
の
荆
用
形
態
等
に
關
す
る
實
態
の
究
明
が
、
猶
々
の 

'例
度
が
ら
、
長
い
'年
月
に
苴
つ
ト
て
行
は
れ
て
來
た
こ
と
は
^

の̂
逋
り
で
あ
る
。 

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
現
在
に*至
る
ま
で
、
你
、
究
明
の
手
を
逃
れ
續
け
て
ゐ
る 

事
^

決̂
し
て
尠
く
な
い
。
我
々
は、
.こ
の
一
例
と
し
て
、
、私
有
林
野

=
個
人 

有
称
野
に
•關
す
る
諸
問
題
I
そ
の
形
成
#
程
及
び
管
理
猶
營
の
推
移
等-

7
|
#

 

.げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
特
に
、
私

慕

野

が

、
，
農
業
生
產
と
密
着
し
た
肇
地 

4
し
て
で
は
な
く
、
称
木
虫
產
に
主
力
を
置
い
た
林
地
=
出
林
で
あ
る
場
合
、

VV-
の
傾
向
は
極
め
て
顯
著
で
あ
る
や
ぅ
に
思
は
'れ
る
。
恐
ら
く
、

：.

そ
の
原
因
の 

太
半
は
、.所
謂「

資
料
的
制
約」

に
歸
せ
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ら
ぅ
。 

然
し
、
そ
の
他
面
に
於
て
、
私
霖
の
理
解
が
、謂
は
ば
、
常
識
論
的
處
理
.に
委 

(

ね
ら
れ
、
遨
礎
的
硏
究
へ
の
努
力
を
缺
い
て
ゐ
た
こ
と
も
否
定
し
得
な
い
事
實 

4
^

0
そ
れ
故
、
我
々
は
、私
有
林
を
知
る
爲
の
初
步
的
操
作
と
し
て
、
下
野 

國
都
贺
郡
大
久
保
村
に
於
け
る
罾
チ
の
事㈣丨
罾
料
的
に
不
完
全
で
あ
り、
.且 郡

大
久
保
村

I
.
金

.

.丸

：

平

'

A
 
.
.

つ
、
そ
の
內
容
も
決
し
て
特
異
で
は
な
い
がIを
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。

採
て
、
大
久
保
村
の
、
村
と
し
て
の
歴
史
、
卽
ち
、
農
業
に
於
け
る
坐
產
構 

造
の
變
遷
、
.階
層
分
化
の
推
轉
等
に
っ
か
て
で
あ
る
が
、
我
々
は
、
こ
れ
に
關 

す
る
確
定
的
な
資
料
に
患
ま
れ
て
ゐ
へ
な
い

)

。
唯
、
儘
に
、
そ
の̂

式
が
、
 

周
邊
の
諸
村
落
と
等
し
く
、
幾
人
か
の
所
領

—

概
ね
、
四
名〜

五
名
丨
に
分
割 

統
治==

分
給
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
み
で
あ
る
。

次
に
、
本
稿
に
於
け
る
中
心
的
人
物
の.一
人
、
名
主
佐
左
衞
門
に
っ
い
て
簡 

單
な
說
明
を
加
へ
て
を'か
ぅ
。

ベi
こ 

.

佐
左
衞
門(

後
にT

中
野」

の
姓
を
冠
"s>
は
、
主
と
.し
て

、

藪
一
一
一
郎
左
衞 

門
の
支
配
に
扉
す
る
大
久
保
村
の
名
主
と
し
て
現
は
れ
て
來
る
の
で
あ
る
が
、 

こ
の
家
は
、
佐
助
•佐
左

衞

門

，
佐

お

衞

門

を

稱

し

ー

順

序

，は

、

必
ず
し
も
一 

機
で
は
な
い
ー
舊
く
か
ら
、
藪
家
の
交
配
地
に
於
け
る
名
主
役
を
勤
め
て
來
た 

や
ぅ
で
^1̂4

。

從
っ
.て
、
周
邊
村
落
の
名
主
達
と
も
、
血
緣
を
以
て
結
ば
れ
て 

ゐ
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。'更
に
、
佐
左
衞
門
は
、
文
政
七
年

(

一
八
ニ 

•S

年)
「

去
ル
辰
年(
文
政
三
年—

筆
者
註)

御
用
金
被
仰
付
候
節
日
窪

(

臼 

久
保
丨
筆
者
註)

村
合
戰
場
村
御
割
合
之
分
も
お
村
々
ニ
而
調
達
致
^
私
江
才

:
覺
被

.仰
付
無
據
私
方
-一
而
所
：々
ぶ
五
兩
拾
兩
ッ
ッ
借
入
都
合
金
四
拾
兩
調
達 

相
納」

、
亦
、永
野
川
改
修
に
據
金
す
る(

な
ど
、
そ
の
經
濟
播
動
も
頗
る
活
潑
で 

.
あ
っ
た
。
私
見
に
ょ
れ
ば
、佐
左
衞
門
の
聲
威
が
名
寳
共
に
具
は
っ
たS'

期
は
、
 

文
化
■一
 11

年(

一
八
一
五

£

「

«
ま
條
八
m
5f
e
十
一
月
中
死
去
い
た
し
候
ニ
付 

.諸
役
之
儀
渚
祌
生
伊
賀
伸
芳
司
江
被
仰
付
尤
同
人
裁
未
タ
小
兒
之
铐
一
付
父 

.■伊
賀
W
後
見
被
仰
付
候
然
處
同
人
儀
表
純
掛
ニ
候…

名
主
擊
相
勸
候
而
茂 

給
々
.村
役
人
共
御
用
筋
种
諸
相
談
-一
至
迄
-
和
合
不
仕
候
1_
と
の
願
書
を
、「

四 

li

代

.藪
三
郞
H
衞
門
知
行
所
組
頭
佐
左
衞
！：」

(

傍
點
筆
奮)

名
儀
で 

提
出
し
、
劳
同
に
替
り
、
名
主
役
の
地
位
を
占
む
る
に
至
っ
た
時
で
あ
っ
た
と 

:

考
へ
ら
.れ
る
。
.そ
れ
故
、
天
保
四
年(

ナ
八
三
一
ー
1年)

明
の
佐
左
徽
門
は
、
村 

内
に
於
て
、
か
な
り
强
固
な
地
位
を
築
い
て
ゐ
た
と
み
て
差
支
へ
な
い
。

(

誠 

一0

こ

、
で
は
、

「

分

附

山

.：
地

付

山

」

等
の

.名
稱

を

以

て

t

ば

如

る

、

田 

地

付

5
を

想

定

し

た

0 

ノ
 

.

.

(

#:
5

「

山

林

と

1K

ふ

も

の

'は
、永

い

間

私

有

と

云

ふ

も

の

は

な

く

、

昔

は

總

，
 

:

て

の

共

同

財

產

•
共

间

使

用

地

と

し

て

ゐ

た

」
(

大

日

本

山

林

會

報

.
第
三
四 

0
號

丨

明

治

四

四

年

三

月

,
.
一

〜

七

頁

。

川

瀨

薺

太

郎

氏

講

演

。)

は
暫
く 

，措

く

ど

し

て

も

、

所

謂

r

部

落

有

林

野

」

を

除

く

な

ら

ば

、

山

林

へ

の

關

心 

.

は
、

非

常

に

稀

薄

で

あ

っ

た

。

(

替

：)

现
耝
は
、
.栃
木
縣
下
都
賀
郡
寺
尾
村
字
大
在
保
で
あ
る

。.

.

8

四

)

ef
l
ち
、

檢

地

帳

‘
离

反

別

取

調

嵌

等

、

，
；
^

稱

鐵

を

.解

明

す

る

具

截

 

.

的

資

料

が

缺

除

し

て

を

り

、

且

、

之

を

柿

ふ

她

の

.諸

著

作

•
諸

統

計

等

に

も
 

接

す

る

こ

と

が

出

來

な

か

っ

た

？

從

っ

て

、
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享

和

三

年(

.！
八
0
.
!

ニ
年)

.
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米
六
.拾
俵I .

斗
七
升
四
合

_

 

C

但
、
四
斗
入)

、

私
有
林
を
繞
る
骄
論
の
一
例

永

拾

養

三
T-
I
拾
一
一
一
文
九
分
.
.
を

年

貢

米

,永
と
.し
て
納
入
し
た
こ
と
、
及
び
、 

天
明
四
辰
年
ニ
月(

一
七
八
四
年)

•「

高
四
亩
九
拾
六
衙
餘.大
久
保
村」 

と
の
記
事
を
.揭
げ
る
に
止
め
て

..をく
。
.
‘.
.
. 

.

.

. 

i
五)

ー'艘
的
に
い
ぺ
'ば
;'
山
本
筑
前
守
->
跪
川
善
九
郞
、
林
式
部
、
藪
主 

計
の
四
領
主
を
原
則

.と
し
',
极
來
內
膳
を
加
へ
た、
' 所
謂「
四
給
乃
.至
五
拾」 

の
地
で
あ
つ
た

.

°

'

•'
..
.
.

.

.

.

(

話
六
0
吧
，め
五
年
顼
の
夂
_
に
、
名
.主
中
野
佐
右
衞
！：

と
記
入
さ
れ
て
ゐ
る 

故
。
第
二
節
に
引
用
し
た
諸
.文
道
を
參
照
し
、
か
、
る
表
现
を
用
ひ
た
。
.
.
.
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然
し
、
代
々1

貫
し
て
名
主
役
の
.地
位
に
あ
っ
た
と
.は
い
ひ
き
れ
な 

い
。
例
へ
ば
、

r「

乍
恐
以
書
付
奉
願
'上

候

.

■
一
、
野
册
都
賀
郡
大
久
保
村
名
主
&
助
鸳
佐
右
衞
門
義
當
五
ヶ
年
以
前
未
年 

右
佐
助
方
.

.

江
+
^

養
子
^
來
リ
候
處
始
終
同
人
与
間
柄
不
究
侬
之
佐
右
衞 

■.門
.義
離
緣
仕
度…

候
へ
共…

佐
右
衞
門
義
身
分
不
持
を
差
殷
赛
父
忙
對 

し
品
々
難
跪
中
掛…

殊
二
差
越
御
願
等
茂
仕
候
段
旁
以
不
輕
義
-ー
.付…

.

佐
助
方
ぶ
佐
右
衞
門
.
を
及
離
緣
同
人
身
分
相
立
候
樣
；
對
談
{[
:
候
間 

御
慈
悲
を
以
御
吟
味
趦
迄
—

而

一 .

件
御
下
1

被
成
下
置
候
樣
；
同
御
聞 

:
濟
之
趣
泰
願
上
候
以
上

御
知
行
所
バ
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：學
會
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離
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九

每

'第
：

11

號
：
.

'

::

■
'.

、

相

手

方
_

肋

寧
和
！

"キ

.
芷
月
甘
九
日

‘
同州同郡尻內
村

.
.

：

:

,

右
佐
助
親
餘 

村
役
人
惣
代 

を

か

.
,

 

■

太郞左■門

 

御
地
頭
所
樣 

御
役
所

前
書
之
通
御
顔
御
聞
濟
被
成
候
ニ
付
爲
取
替
置
申
候
以
上
.

」

-

 

(

傍
點
筆
者)

.に
、示
さ
れ
た
家
庭
的
諸
事
情
は
、

一
時
的
で
は
あ
れ
、
名
主
役
の
引
退
を
餘 

.
儀
な
く
さ
せ
.た
の
で
あ
ら
ぅ
。
こ
の
前
後
の
時
代
に
は
、
佐
助
*
佐
左
衞
門 

.
と
も
名
主
役
と
し
て
現
は
れ
て
來
な
い
。
.資
料
に
據
れ
ば
、
文
化

一

ニ
.年
.

.
組
頭

•佐
左
衞
門
、
次
で
、文
政
七
年
•名
主
•佐
左
衞
門
と
あ
る
が
故
に
、佐 

左
衞
門
は
、本
文
記
載
の
事
件
を
境
に
、名
主
役
に
就
任
し
た
と
思
は
れ
る
。

C

註
八)

例
へ
ば
、
次
の
文
書
參
看
。

■

「
1

札
之
禀

.

‘
一
、
此
度
御
普
請
御
领
仕
候
所
御
普
請
役
檬
御
見
分
被
成
下
候
處
何
樣
ユ
被 

仰
附
候
而
も
諸
入
用
ハ
不
及
中
人
馬
等
差
支
な
く
差
出
し
可&

候

(

略) 

文
化
九
年
■

中
十
二
月

一
一
、

ニ
.ロ持

' 

ノ 

佐
.左

衞

門

印

 

1
、

瘇

ロ

#

獾

左

0 

^
印

.

一
、
寄
合
壹
ロ
持 

(

以
下
、
略)

Tl 〇

 

a
o
o
r 

.

ベ

傳

右

.
衞

.■門

印
 

..
广

七

左

衞

門

印

七 傳

ニ

と
こ
ろ
で
、
佐
左
衞
門
は
、
天
保
四
年
ニ
月
、次
の
訴
訟
を
行
っ
た
。
卽
ち
、
 

「

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

御
知
行
所

■■
.野
州
都
賀
郡
大
久
保
村 

名

主

'

伐
木
出
入
：

 

.

‘

願人佐左衞門

年

寄相
手

■民
：

.
藏
 

右
願
人
名
主
佐
左
衞
門
f

.上
候
私
所
持
字
和
田
小
澤
山
林
之
內
相
手
年
寄
民 

藏
伐
木
致
候
趣
當
月
十
五
日
及
聞
候
間
罷
越
シ
見
屆
候
處
凡
拾
四
間
長
九
五
間 

程
之
處
雜
取
有
之
民
藏

1
相
違p

i

同
人
方
ニ
而
伐
木
致
候
而
宜
敷
場
所 

ニ
候
間
右
態
仕
掛
候
義
二
而
爲
W
2候
ハ
勝
手
次
第
可致

！！

日
申
聞
右
者
木
數 

一
 1

而
最
早
大
概
持
運
有
之
候
尤3

續
民
藏
所
持
荒
畑

一一候
べ
と
も 

境
ニ
ぅ
へ
木
植
■
能
與
境
目
相
分
有
之
候
へ
ハ
全
以
理
不
盡
之
致
方
難
心
得
難 

義
至
極
ニ
㈣
m双
㈣
ギ
以
御
慈
悲
民
^
被
召
出
理
不
盡
之
始
宋
御
吟
味
之
上 

木
品
相
返
し
以
来
右
態
之
義
不
致
I

仰
付
下
置
候
樣
偏
奉
願
上
候

觀

行

脉 

.

野
州
都
賀
郡
大
久
保
村 

名

主

.

天
保
四
己
年
ニ
月

 

/
佐

左

衞

門
 

I

頭
所
樣
，

御
役
所
 

」

.(

傍
點
筆
者

)

.

.
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
苹
論
の
對
象
が
、
称
木
を
も
含
む
土
地
=
11
1
林
の
所
有
櫸 

に
置
か
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
事
件
は
、
合
戰 

場
宿
の
名
主
東
三
郞
の
騎
旋
に
よ
っ
て
、
一
膘
解
決
の
方
向
に
向
っ
た
，。
.然
し
、
 

こ
X
で
注
意
す
べ
き
と
と
は
、
騎
旋
役
で
あ
る
東
三
郞
が
、
常
時
、
佐
左
衞
門 

の
僙
務
潘
と
し
て
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で(

あ
る〕

。
從
つ
て
、
東
三
郞
•に
よ
っ
て 

*

示
さ
れ
た
調
i

が
、
佐
左
衞
門
に
有
利
な
要
素
を
含
ん
で
ゐ
た
で
あ
ら
う
こ 

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
.い
ま
、
こ
■の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
調
停
案
を
檢
討 

し
て
み
や
う
。

r

差

上

申

濟

ロ

證

文

之

事•

• 

_

行
所
野
州
都
賀
郡
大
久
保
村
名
主
佐
左
衞
門
ぶ
年
寄
民
藏
江
相
掛

^

i
 

へ
，
 

'入

御

願

申

上

御

差

紙

頂

戴

相

付

相

手

方

ぶ

返

答

書

差

上

當

時

御

吟

味

中

二

御 

:;
::

:

::'
'
囊

處

熟

談

內

濟

仕

候

趣

意

左

ュ

擊

上

候

：：

一
、
右
出
入
及
掛
合
候
處
佐
左
衞
門
所
持
字
若
林
*

3

民
藏
方
ニ
而
伐
木
い
た
し 

候
燐
者
山
境
及
爭
論
候
故
之
儀
う
而
右
山
地
渚
元
来
民
藏
ぶ
佐
左
衞
門 

.'.

.
方
^
質
地

-受
取
置
候
地
所
-
1候
間
扱
人
取
斗
を
^
字
若
林
出
質
地
.代 

ン■ 

兩
三
分
右
地
續
二
字
裏
山
質
代
金
戴
兩
三
分
i

合
七
兩
贰
分
I
 

長
達
致
不
殘
佐
左
衞
！：

方
へ
受
取
民
藏
方
江
.地
i

戾

し

尤

か

^

!

分
ハ

' 

不
殘
佐
左
衞S ：

方\

伐
取
候
皆
且
字
堂
下
畑
之
土
手
長
六
拾
貳
間
餘
幅
四 

,

.

.

間
餘
之
處
错
趋
又
极
人
取
斗
を
以
已
來
於6

衞
£
進

51
'
#|
>枥
、5昏
皆
右
伐 

•

木
い
-た
し
候
分
ハ
.申
领
-.
付
木
品
扱
人
貰
受
其
餘
审
爭
行
違
之
儀
宥
扱
入

私
有
林
を
繞
る
爭
論
の
一
例

是
又
貰
取
至
極
熟
談
納
得
仕
偏
ニ
御
威
光
難
有
仕
合
ュ
奉
存
候
以
上
'

' 

.

i行
所

' 

•

\

野
州
都
賀
郡
大
久
保
村 

-

願
人
.

名
主佐

左

'
衞

門

印

:
天
保
四
己
年
三
月
：

：
-

'
:
:
.相
手
年
寄

I

民 

藏
印 

• 

ノ
扱
人
合
戰
場
宿

. 

東

：
. '三
郞
印

■

行
所
樣

御
役
所 

.

.

'」

•

.

• 

■ : 

/ 

,

:

(

德
點
筆
者)

と
の
_

、.
.双ノ
彳
は
、
'
'
さ
き
に
^
へ
た
調
皆
案
に
對
す
る
豫
想
の
正
し
か
つ 

た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。ノ
そ
れ
は
、民
藏
が
、：何
如
に「

扱
人
之
取
斗」

を

 ̂

待
し
得
る
と
は
い
べ
、
金
七
兩
贰
分
貳
朱
の
返
濟
が
强
要
さ
れ
、然
も
、伐
木
の. 

完
全
な
取
得
は
、
こ
れ
を
.留
保
さ
れ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、佐
左
衞
門
は
、
貸
金 

の
囘
收
を
確
保
し
、加
ふ
る
に
、立
木
の
處
分
權
丨
そ
の
數
量
の
程
は
不
明
で
あ 

る
が一

.さ

へ
も
獲
得
し
て
ゐ
る
事
實
が
、
餘
す
と
.こ
'ろ
'̂
く
.物
語
つ
：て
ゐ
る
。
.
.

.乍
然
、
佐
左
衞s:

は
、

C
の
調
停
案—

恐
ら
く
、
クc'
6
i
iか
ー

に

十

分

な 

信
賴
を
寄
せ
る
：こ
と
が
出
來
な
か
'つ
：た
の
で
あ
ら
ぅ
。
そ
れ
故
、
ょ
り
具
體
性 

に
富
み
、
'且
つ
、
ょ
：り
强
制
力
を
具
へ
•た
、
左
の
如
き
文
書
.を
、.
民
藏
と
の
間 

に
取
替
し
た
の
で
あ
る
:0
:

•
.

-.
,.
.

, 

「

入
置
申
議
定
證
文
之
事
'
 

.



み

'
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f

,

'
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，

产

，

一
 

i

-v
,

'

、

✓

.

.

 

し

す
 

％
4.
/

ゾ 

>

,

、

ノ
 
t

-

'

.

J

3

5

-f
-

,

-

»

、
、

*

 

i

三
田
學
會
雜
誌
第
’四
十
九
卷
第
二
猇

:1

、
■貴
殿
方
江.字
若
林
山
豐_

金
四
雨
三
分
裏3

製̂

金

、贰
兩
三
分
貳 

朱
一
一®

地
：ユ
相
渡
匮
候
處
今
般
對
談
之
上
泡

M

ヶ
所
共
請
戾
申
候
菩
取 

•極
候
.へ
共
質
地
代
金
不
殘
調
達
致
兼
候
間
今
殷
金
四
兩
相
渡
殘
金
^
^
毕 

:處
1

無
御
座
候
然
候
上
者
來
ル
十
月
晦
日
迄

1
金
返
濟
可
申
其
節
若
林'
 

•5

潘
立
木
不
殘
御
伐
取
裏W之
儀

ハ

杉

殿

御

k

取
被
成
凡
六
年
位
相
立.
 

..候
若
產
分
者
其
儘
ユ
致
置
裏
⑴
證
文
查
通
相
添
貳
ヶ
所
共
地
所
御
渡
可 

.:
被
申
爲
後
日
入
餃•
儀

定

依

而

如

件.：
'

'
 

: 

'
 

'
 

年

.寄

，
 

.‘：
天

保

四

已

年

三
.月

廿

八

日

：
‘
.

，
民

 

藏

印
 

;

':
. -

合
戰
場
宿

;:
:
:
.

丨；.

.

.

請
人

'東

..

.
三

::
;
,

:

鄙

印

: 

佐

芨

搏

殿

,.」

.‘

 

(
傍
點
筆
者)

.

と
办
文
寶
が
、
佐
左
衞
！：

の
俊
權
保
全
を
目
-的
と
j
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
は 

改
め
て
述
べ
る
ま
f

な
い
。
”特
に
'
同
日
附
の
文
齡

-s
以
て
、佐
左
衞
門
が
、
 

民
藏
に
對
す
る
年
貢
朱
納
金
^
張
を
放
棄
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
S
に
記
し 

たT

偾
權」

.の
内
容
が
、
決
し
て
單
純
で
な
か
つ
た
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
'。
 

吏
に
、
こ
の
文
零
興
味
あ
る
こ
と
林
、
.山
林
の
四
茧
が
示
さ
れ
ず
、單
.に「

壹 

割」

な
る
表
現
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
S
Jと
で
あ
る
。
勿
論
、
山
林
寶
賈
乃
：至
質 

入
證
文
に
.於
て
、
四
至
の
記
入
は
、
慣
行
と
しH

で

も

、

必

須

條

件

.で

あ

る

な 

ど
と
考
へ
る
と
と
は
、
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
場
合
は
、
兩
豸
ヰ 

に
常
該3

林
を
悉
知
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
ぅ
か
ら
、
宓
ず
し
も
四
至
を
必
要
と
し 

て
ゐ
な
か
：つ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
ぅ
。
反
之
、「

壹
割
な
る
表
現
の
も
つ
內 

雜
を
適
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
■
だ
難
し
い
。
乍
然
、
後
年
、
大
久
保
村
に
於

.
,

 

ニ
ニ 

(
1
9
D

て
私
^t

の
.交
換
を
行
ふ
に
當
り
、；「

双
方(

當
該
.所
有
者)

并
矹
|1
1
合
立
#

± 

.，
上

境

取

究

」

を

員
^
し
て
ゐ
るg

實
は
、
j
g
M合が
、
純
然
た
る
證
人
的
立
場 

を
越
へ
た
塞
で
あ
る
こ
と
香
暗
示
し
て
ゐ
る
の
；で
は
1あ
る

ま

-1
'
か
。
從
つ 

て
、
若
し
、
こ
の
推
論
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
.

「

壹
割」

な
る
言
葉
は
、
m
な 

る「

山
林
の
' 一
部」

：
と
解
す
ベ
ぎ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、.*
實
上
私
有
化
さ
れ 

た
山
林
に
對
し
て
.も
、
■ ■■
侃
、
そ
の
所
有
權
乃
至
利
用
權
を
制
限
す
る
が
如
き
、
 

何
等
か
.の
共
同
體
的
諸
規
制
が
：行
は
れ
て
ゐ
た
か
、
或
び
は
亦
、
そ
の
形
骸
化 

し
た
呼
稱
の
み
が
私
^

ffe
投

影

し

て

み

た
.か
、
何
れ
か
で
あ
る
と
解
釋
す
べ 

き
で
あ
ら
ぅ
。
.假
り
に
前
渚
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
'內
容.

强
度
等
の
何
如 

に
ょ
っ
て
：、：
林
木
生
產
に
力
辦
を
置
く
當
該
山
林
も
、
嚴
密
な
意
诛
で
の
私
有 

撕
と
晬
ぴ
得
な
い
場
合
も
生
じ
て
來
る
。
と

k
に
於
て
''
我
：々
、は
、
，
短

時

日

の 

現
地
調
蜜
で
は
.あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
聽
取
し
た「

力
^
保
村
は
i

に
想
ま 

れ
ず
、
村
民
の
生
活
は
、3

稼

(

製
炭

.if
•小
枝
の
採
集
等
を
’含
む
廣
義
の 

梅
念
で
あ
、る)

と
治
水
と
に
ょ
つ
て
、
大
き
く
党
右
さ
れ
て
ゐ
た」

と
の
一
言 

に
重
耍
な
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
.然
し
、
こ
の
間
題
に
っ
い
て
の
：確
定
的 

IE
1
答
は
、
こ
れ
を
他
日
.に
讓
ら
ざ
る
を
得
な
い
。M

し
問
題
が
重
要
で
あ
れ
ば

C

註

そ
れ
だ
け
、
ょ
り
充
實
し
た
•資
料
的
裏
付
け
が
要
求
さ
れ
石
か
ら
で
あ
る
。

旣
に
.述
べ
た
如
く
、
東
三
.郞
.の
調
停
及
び
、
こ
れ
に
續
く
佐
左
湾
と
の
質 

地
契
約
に
ょ
っ
て
、
伐
^
S
Aに
關
す
る
民
藏
の
立
場
は
、
二
層
弱
體
化
さ
.れ 

た
。
そ
れ
故
、
民
藏
が
.そ
れ

等

諸

負

擔

.
に

堪

へ

か

ね
、
.

屢
々
：、
質
代
金
の
涎
納 

を
申
し
入
れ
.た
で
あ
ら
ぅ
て
と
は
、

疑
ふ
餘
地
が
.な
い
。

一
方
、
佐

*

兩

に
 

と
っ
て
、.か
X
る
事
態
の
發
生
は
當
然
豫
想
さ
れ
た
^
と
で
あ
っ
た
。
從
つ
て
、
 

民
藏
の
質
金
未
納
及
び
そ
の
；延
納
申
入
れ
に
對
し
て
は
、
直
ち
に
訴
訟
を
以
て 

應
じ
たQ

で
あ
^
。
：こ
.'の結
果
い
再
び
、
東
三
郞
及
び
梅
澤
村
源
ニ
郞
が
仲
介

扱 同 西 年

人 m 寄

源 皮 直 民

ニ  1.■ ，之

郎 八 Tfi. 藏

印 .印 印 印

天
保
四
ヒ
年
八
月

に
立
ち
、
次
の
如
き
®
協
が
成
立
し
た
。

.

「

爲

取

替

濟

ロ

證

文

之

事 

當
四
月
中
名
主
佐
左
衞
門
年
寄
民
藏
義

$

い

た

し

鉸

迚

及

出

入

於

.
御 

地
頭
所
双
方
御
吟
^

扱̂
人
立
入
激
談
相
整
御
濟
ロ
差
上
i

尙
又
今
殷
双
方
. 

行
違
意
氣
地
ニ
相
成
及
爭
論
佐
左
衞
朽
ぶ
撕
訴
訟
申
上
早
遽
御
聞
濟
被
爲
邏 

御
差
紙
頂
戴
仕
候
處
先
般
立
入
扱
人
出
府
い
た
し
一
免
御
願
下
仕
行
違
之
廉
之 

.取
扱
候
趣
意
左」

御
座
候 

一
、
.名
主
佐
左
衞
門
取
之
山
先
儀
定
者
來
十
月
迄
-
浮
木
收
納
可
仕
候
處
及
珥 

論
收
納
手
遝
れ
に
罷
成
候
所
殘
金
三
兩
貳
分
之
內
赏 

節壹
兩
贰
分
訴
談
方 

へ受取浮儀者來

-T
-
四
月
迄
-一
收
納
可
致
害
且
殘
リ
贰
兩
之
儀
渚 

訴
訟
方
ニ
て
者
收
納
濟
之
節
可
受
取
旨
呻
立
候
且
相
手
方
ュ
て
/s
來
暮
威 

.

雨
皆
濟
可
1

$
候
ニ
付
此
段
极
入
ぶ
_
立
候
處
訴
訟
方
申
ロ
尤
之 

籐
ュ
I

候
間
扱
人
取
斗
可
申
段
被
仰
付
候
間
前
書
收
納
濟
之
節
贰
兩 

金
ハ
扱
人
ぶ
相
渡
可
申
罾
尤
山
收
納
炭
ニ
崩
し
牛
馬
入
込
候
共
故 

障
無
之
櫧
ぃ(

以
下
、
略)

前
條
之
通
茧
極
納
得
熟
談
仕
候
上
者
相
亙
ニ
意
趣
遺
恨
等
無
御
座
候
然
ル
上
者 

'
B來
何
寧
ニ
不f

相
談
之
上
取
斗
可
申
候
依
之
一
同
連
印
濟
ロ
證
文
爲
収
替
难

讀

如

件

：.

. 

.

. 

.

•

：
.

，■.合

戰

場

宿

•同

東

三

郎

印

 
佐
左
衞
門
殿 

」

.

(

傍
點
筆
者)

卽
ち
、
' 佐
左
衞
け
は
、’壹
兩
威
分
を
受
納
し
、
更
に
.、殘
金
に
っ
い
て
も
、「

訴 

訟
人
申
ロ
尤
之
儀」

と
、
.そ
の
主
張
を
«:
-徹
す
る
こ
と
が
出
來
た
反
面
、
民
藏 

の
资
望
は
全
面
的
に
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
處
置
は
、
事
件
の
牲
格
を 
「

双
方
意
氣
地
ュ
相
成
及
爭
論」

と
認
定
し
た
扱
人
達
に
と
っ
て
は
、極
め
て
當 

然
の
ri
結
で
あ
っ
：

y

か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
か

\ 

る
擀
®-
か
、
事
件
の
.完
全
な
解
決
を
筒
し
得
た
か
否
が
は
疑
問
で
あ
る
。
唯
、
 

こ
れ
等
條
項
の
履
行
を
强
ひ
ら
れ
た
時
' 
民
藏
の
苦
難
は
、
' い
ょ
い
ょ
激
し
く 

な
っ
て
ゐ
つ
た
こ
と
で
あ
ら
ぅ
。
そ
れ
故
、
こ
の
#
件
を
.

一

つ
の
契
機
と
し
て
、
 

i

は
村
役
人
た
る
地
位
を
喪
失
し
、遂
に
.は
、
佐
左
衞
門
に
隸
屬
し
て
行
く
、
 

と
い
ふ
が
.如
き
事
態
4
決
し
て
想
定
し
得
な
い
で
も
な
い
。
事
實
、
嘉
永
六
年

. 

二
月(

一
 <

五
三
年)■

に
は
、
尻
內
村
磐
右
衞
門
等
を
相
手
に
拾
九
兩
壹
ゆ
の
• 

貸
金
返
濟
を
請
求
し
た
文
書
に
、: 「

右
訴
訟
人
佐
右
衞
g
 
ニ
付
右
代
召
仕
民 

藏
.
f上
候…

幸
藏
、
利
左
衞
門
、
重
藏
、
新
右
衞
門
、
千
藏
、
磐
右
衞
門
右 

六
人
者
佐
右
奮
^I

父
佐
左
衞
門
賢
遣
候
處」

•

(

傍
點
筆
者)

と
、
肖
㈱
の
地
位 

が
明
記
さ
れ
て(

I
M。
勿
論
、
こ
の
資
料
の
み
を
以
て
、
直
ち
に
、
：經
濟
的
破 

綻=

山
林
の
喪
失
->隸
屬
關
係
の
發
生
な
る
推
論
を
行
は
ぅ
な
ど
と
は
思
は
な 

い
。
唯
、
民
藏
の
場
合
に
は
、
か
乂
る
經
路
の
一
端
に
山
林
が
位
置
し
、然
も
、
 

重
要
な
■役
割
を
果
し
て
ゐ
た
こ
と
が
認
め
‘ら
れ
る
の
.で
あ
る
。
從
つ
て
、
：そ
の 

.限
り
に
於
て
、
私
有
秫
を
鐃
る
一
聯
の
動
向
が
、
所
有
者
の
經
濟
的
諸
關
係
を 

窺
ふ
爲
の
、
.
一
.っ

の

手

懸
り
を
提
供
し
て
ゐ
る
と
い
つ
て

差

支
へ
な
い
で
あ
ら 

ぅ

。

そ

れ

故

ハ

我

々

は

、
：：
，
所

謂

、
，
林

野

利

用

の

具

體

的

內

容

と

同

時

に

、

I個
’
々

猜

醫

：

v 

私
有
林
を
繞
る
爭
諱
の
一
例 
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聞
候
間
懇
意
之
間
柄
難
默
視
同
郡
尻
內
村
五
郎
左
衞
鬥
方
'
而
金
拾
兩
借
い

..
:
y

ー.：三
田
.學
會
雜
誌
."第
四
十
九
卷
笫
ニ
號

,

の
山
鉢
そ
れ
茴
體
に
附
馬
し
た
諸
事
赏
を
、
ょ
り
詳
細
に
.檢
討
し
て
行
く
必
要 

.
■

が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
ぅ
か
。 

.

何
れ
に
せ
ょ
、
我
々
は
、
平
凡
な
內
容
を
持
ち
、
且
、
そ
の
數
も
誠
に
不
十 

分
な
資
料
を
紹
介
し
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
諸
事
實
の
中
か
ら
、
•
私
有
称
の 

實
體
解
明
へ
の
端
緒
を
求
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
伐
^
:
入
を
中 

心
に
ハ
そ
れ
が
如
何
に
處
理
さ
れ
變
貌
し
て
行
っ
た
か
を
明
ら
か
な
ら
し
め
や 

ぅ
と
努
力
し
た
。
乍
然
、
そ
の
結
果
の
貧
し
さ
は
覆
ひ
得
な
い
。
努
力
を
重
ね 

後
日
を
記
し
た
い
と
思
ふ
。

〔

附
韶〕

こ
X

に
使
用
し
た
資
料
は
、
全
て
、
慶
應
義
塾
大
隼
經
濟
學
部
硏
究 

室
に
保
管
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
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乍
恐
以
截
付
泉
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上
候 
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野
州
都
賀
郡
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久
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名

主
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願人佐浚衞門

.

立

替

金

•
出

入

同
州
同
郡
合
戰
場
宿
.

名

主
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相

手

東

.三

到
 

■

 

_

御
知
行
所
野
州
都
贺
郡
大
久
保
村
名
主
佐
左
衞
門
寨
申
上
候
同
郡
合
戰
場
宿 

.

名
主
康
三
郞
儀
去
ル
文
政
十
三
寅
年(

一
八
七
ニ
年—

筆
者
註)

十

二

月

中
’

 

.

.

金
子
要
用
二
付
®
双
候
樑
中
聞
候
得
共
手
元
一
一
無
之
相
斷
候
處
達
而
無
心
中

' 

.た
し
右
東
'三
郞
江
貸
遣
し
候
處
满
方
不
仕(

以
下
略
、
傍
激
筆
者)

，

•

 

.

御
知
行
所

野
州
都
賀
郡
大
久
保
村

. 

.

 

-

 

.

...

•

 
•

 

と

： 

願人.佐
左
衞
門
印 

天
保
九
戌
年(

.

月 

御
地
頭
所
樣

■
御

役

所

. 

」

(

註
ニ) 

，

.「

差
上
串
濟
ロ
證
文
之
事 

,

…

大
久
保
村
名
主
佐
左
衞
門
ぶ
年
寄
民
藏
江
相
懸
り
同
人
儀
去
ル
未
年(

文

•

 

政
六
年•

一

八
二
三
年
丨
筆
者
註)

ぶ
追
.々
御
年
貢
金
贰
分
未
納
い
た
し
度
•
 

：々懸
合
候
而
も
不
納
罷
在
候
段
申
立
御
差
紙
頂
戴
相
付
民
藏
ぶ
茂
返
箬
書 

差
上
當
時
御
吟
味
中
二
御
座
候
處
ー
躯
■一
生
二
心
得
方
行
違
候
故
之
儀
ニ
而 

今
被
扱
人
立
入
懸
合
之
5
-'
5
連
之
段
夫
々
相
分
リ
差
引
相
濟
双
か
無
か
分
熟 

談
內
濟
仕
'

c

以
卞
略
、
傍
點
筆
者)

■

御

知

行

所

：

野
州
都
賀
郡
大
久
保
村
..

..

.

.

-

.

. 

名
主

.

-

■■
.:.

願人佐左衞門
 

天
保
四
已
年
三
月
二
八
日

:,
■
年
寄 

■

.

.

.
相
手
，
民
：

藏
.

S
f
 f

兗 

_ 

E

畑

.
:-
御

地

頭

所

檬
.

.

御
役
所
'

.

.

.

■

.

」

(

註
三)

こ
の
文
書
は
、
秘
有
杯
交
換
の
一
典
型
と
も
考
へ
ら
れ
る
.の
で
、
次 

.
に
そ
の
全
文
.を
揭
げ
て
を
く
。.(

上
圖
參
照)

T

爲

取

替

添

證

文

之

事
■

右
者
大
人
山
境
之
義
氛
双
方
#

兩
組
合
.立
合
之
上
境
取
究
申
候
處
東
之
龙
若 

.

林
山
小
澤
与
里
舉
道
江

.
見
通
、1-
.

裾
通
y

者
小
澤
、
々
道
境
西
之
方
中
峯
ぶ 

.

柳
株
ぶ
道
迄
尤
是
迄
中
峯
中
野
勘
次
所
持
澤
通
y

者
福
富
定
八
持
一
一
候
處
此 

度
相
互
テ
勝
手
都
合
宜
激
譯
斤
付
地
取
替
仕
中
傘
定
ハ
持
澤
通
U

者
勘
次
持 

與
相
定
申
候
且
御
視
貢
等
之
儀
者
是
迄
之
通
苴
ニ
上
納
可
致
：候箬

>
1

而
地
替 

等
仕
候
處
然
上
者
右
繪
圖
面
之
通
リ
無
相
違
二
付
向
後
違
亂
無
.之
多
免
依
組 

:
合
連
印
致
取
替
地
爲
相
替
添
書
加
#

■

明

治

五

灰

申

五

月
.：

: 

:

:

:

.

福
富
.

定八印

組
合
：

' 

,

福

島

勘

.

 

一--
0

印 

.

.名

主

' 

.

,

,

中

野

勘

次

樣

 

」

(

註
四)

尙
、
現
地
調
査
の
結
果
は
未
整
理
の
爲
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
敢
へ 

て
推
测
を
差
控
へ
た
0.
後
日
補
足
し
、
完
璧
を
期
し
た
い
と
考
へ
て
ゐ
る
。 

(

註
五)

天
保
四
年
以
降
、
種
々
の
文
書
か
ら
民
藏
名
前
は
完
全
に
消
へ
て
ゐ 

.る
。
尙
、
附
言
す

れ

ば

、

佐
左
衞
門
♦
民
藏
に
關
オ
る
所
謂「

系
譜」

を
精 

査
し
な
い
限
り
、
本
文
の
如
き
記
述
は
か
な
り
危
險
で
あ
る
。
然
し
、

こ
の 

:

點
に
つ
い
て
は
、
：現
地
調
査
の
結
果
、
概
ね
誤
り
な
い
と
、の
證
言
を
得
た
。

私
有
林
を
緯
る
爭
論
め
一
例
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